
 

 
 

職 員 の 処 分 に つ い て 

 

宮城県教育委員会は、下記のとおり処分を行いましたので、懲戒処分等の公表

基準（平成１２年４月１日施行）により、お知らせします。 

 

記 

１  発生年月日 

  令和７年１０月１５日 

 

２ 所属の所在地区 

  大河原教育事務所管内 

 

３ 所属の種別 

  小学校 

 

４  年齢 

  ２５歳 

 

５  管理職、一般職の別 

  一般職 

 

６  教育職員と教育職員以外の別 

    教育職員 

 

７  事件・事故の概要 

丸森町立舘矢間小学校 教諭 髙
たか

橋
はし

 辰
たつ

徳
のり

は、令和７年１０月１５日、大河

原町内の商業施設において、面識のない１８歳未満の女性のスカート内を撮影

する目的で、自身の動画撮影機能付きスマートフォンを当該女性のスカート下

に差し向けた。 

 

８ 処分内容 

  懲戒処分として「免職」 

 

９  処分年月日 

    令和８年２月９日 
 

記 者 発 表 資 料 

令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 

教 育 庁 教 職 員 課 
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